
 
 
特別定額給付金の申請は 
8月14日まで 

　特別定額給付金（一律10万

円給付）の笠松町の申請期限

は8月14日（金）です。期限を過

ぎると給付金を受け取れなくな

りますので、申請がお済みでな

い世帯主の方は、お早めに申

請をお願いします。 

8月14日（金）当日

消印有効 

郵送またはマイナ

ポータル上でのオンライン申請 

e企画課　蕁388‐1113 

 

【コロナに負けるな第1弾】

テイクアウト（持ち帰り）・デリ

バリー（宅配）クーポン券※1

の利用期限は8月31日
（月）までです。まだご利用
でない方は、ぜひこの機会

にご利用ください。 

なお、【コロナに負けるな第

2弾】生活応援クーポン券
※2は12月31日（木）までご利

用いただけます。 
※1：「特別定額給付金申請書」に

同封し、5月中旬に全世帯へ郵送。 

※2：「特別定額給付金支給のお知

らせ」に同封し、6月中旬より給付金

支給完了世帯宛てに順次郵送。 

新型コロナ対策実施事業所 
向けステッカーの申込み 

　各事業所、店舗が感染防止

対策を実施していることを分か

りやすくPRするため、新型コロ

ナ対策実施店舗向けステッカ

ーを配布しています。配布を希

望される町内事業者は次のと

おりお申込みください。 

感染防止対策

を実施しているすべての町内

事業者 

8月31日（月） 

町ホームページより

申請書と誓約書をダウンロードし、

必要事項を記入のうえ、企画課

へ提出してください。 

 

 

c県新型コロナウイルス感染症

対策本部　社会機能維持総

括班　蕁272‐1111（内線2403・

2404・2405） 

笠松町民大運動会の中止 
　10月上旬に開催を予定して

おりました「第69回笠松町民大

運動会」は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、皆

さんに安心して参加いただくこ

とが困難であるという判断により、

中止します。 

c笠松町民運動会実行委員

会（笠松中央公民館内） 

蕁388‐3231

ひとり親世帯臨時特別給付金 
　新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり

親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対

する支援を行うため、児童扶養手当受給世帯を

対象に、1世帯5万円を支給します。支給を受ける

にあたって、申請は不要です。 

　また、児童扶養手当受給世帯以外で家計が急

変し収入が減少したひとり親世帯も、申請により受

給できる場合がありますので、福祉子ども課へご

相談ください。 

令和2年6月分の児童扶養手当受給者など 

1世帯5万円、第2子以降児童1人につき

3万円を加算 

児童扶養手当の指定口座（令和2

年7月時点）へ振り込み 

8月中に支給（児童扶養手当受給者

以外の方は、申請受付後、随時支給） 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

子ども家庭総合支援拠点を開設 
　町では、原則18歳までの全ての子どもと家庭を

切れ目なく継続的に支援することを目的に、今年

度より福祉健康センター内に「子ども家庭総合支

援拠点」を設置しています。 

　子ども家庭総合支援拠点では、主として妊娠期

から子育て期にわたる総合的な相談や支援を行

う「子育て世代包括支援センター」と連携を図り、

子どもの実情の把握、情報の共有、相談への対応

や、虐待が疑われたり、経済的困難を抱えている

児童などへの支援、関係機関との連絡調整を行

っています。「子育てについて相談したい」「子ど

もにイライラして当たってしまう」「子どもにどう接し

たらいいか分からない」など、お子さんについて心

配なことがあれば、お気軽にご相談ください。 

c子ども家庭総合支援拠点（健康介護課内）　

蕁388‐7171

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送ら

れてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐ア

ラート※）により皆さんにお伝えするための試験を

行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報

伝達試験が実施されます。この機会に災害発生

時の行動を再確認するとともに、平常時の備えな

どについて家庭内で話し合いましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市
町村へ人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムのこと
です。 

笠松川まつりの中止 
　毎年8月15日に笠松みなと公

園一帯で開催している「笠松

川まつり」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点や会場

運営の安全性の確保が困難で

あることから、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実

行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

児童扶養手当現況届の 
提出を 

　児童扶養手当を引き続き受

給できるかを確認するため、受

給者の方には、毎年8月に「現

況届」を福祉子ども課へ提出し

ていただきます。 

　この現況届の提出がない場合、

11月以降の手当の支給を停止

しますのでご注意ください。 

 

　父母の離婚、父（母）の死亡、

未婚などにより父（母）と生計を

共にしていない母子（父子）家

庭などで18歳以下（誕生日以

降の最初の3月31日まで）の児

童を養育している方に支給され

る手当です。 

8月31日（月） 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

申請書などのダウン　 
ロードはこちら蜷 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

8月5日（水）　午前11時ごろ 
情報伝達試験「これはテストです。」と放送
されます。 
各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから
訓練放送が流れます。 

10（祝・月）.12（水）.13（木）.14（金）.26（水）.27（木）.28（金） 

8/13、8/27、CCNにて笠松けいば全レースを放送!8/13、8/27、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

8/13（木） 第49回くろゆり賞（SPⅠ） 
8/27（木） 第44回岐阜金賞（SPⅠ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

8月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!
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提出期限 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年8月号 
第1119号 10 令和2年8月号 

第1119号 11


